
ご回答を

よろしく

お願い

します

もうすぐです

～インターネノハでa型製多     メ～

☆★口勢調査が

“

スマード に変身 J ★ ★

今回の調査からパソコン・スマー トフォンからの回笞 ( 『 インターネット回笞』)

もできるようになりました。回答
0提

出がつまでよりも簡単 ( スマー ト) です。

少

I スマート冒】
「

いつでも」
「

どこでも」回答でききけ r

遅い時間や外出先でも大丈夫。インターネット回笞期間中なら、時間や場所

を気にせず回笞できます。

【スマートZ】 紙の調直票I き提出不畢。入力も簡単 r

インターネット回答を送信すれば調査は完了。入力方法も簡単なので、回笞

時間が短縮できます。

【スマート3】 回答テータI き厳ヨこ守られます r

不正なアクセスなどの監視を24時間行つています。また、回答する情報は、

すべて暗号化されて国に送信されます。

★「インターネット回答」用の書類をお酉己りします

″ ンターネノトロ督崩萄7 9″ プθ ″ ψυ ～3‐ 2θ ″ α リ

※ 「インターネット回笞期間」中に回笞のなかつた世帯には、調査員がお伺い

して紙の調査票と返信用封筒をお配りします。

【調査票配布期間】9月 26日 ( 土) ～ 9月 30日 ( 水 )

回

覧



国

′
・́．

勢調査は日本の実態を明らかにする重要な調査です !

国勢調査は、日本の人□ や世帯の実態を明らかにするために「統計法」により5年ごとに行われる

国の最も重要な調査で、 日本にお住まいのす
べての人・ 世帯を対象に行います。

調査の結果はさまざまな形に加工され、行政機関で次のような目的のために利用されるほか、学術

の分野などでも利用されています。

社会福祉の向上

就学前の人□ 、高齢世帯の状況、就業状態など

街 づ く り・ 防災対 策

人□ 密度、昼夜間人□ 、

住宅の建て万、居住密度など

地方交付税の算定

人□ 、世帯数、従業者数など

● 国勢調査をよそおつて1固 人情報を聞き出そうと

する不審な訪間・ 電話等にご注意<ださい。

● 調査員は、身分を証明する顔写真入りの

『国勢調査員証』を携帯 しています。

● 不審に思ったら、区役所統計選挙係または、

政策局統計

l 情

報課へご連絡<ださい。

◆ ◆ ◆ 国勢調査は回答の義務があります◆ ◆ ◆

統計法では、正確な統計を作成するために、調査項 目に回笞する義務 ( 報告義務) が定められて

いますので、ご回答をよろ し<お願い します。

青 葉 区  89782205   港 南 区  88478308

旭  区  8954- 6012    港 北 区  8⊂4o- 2215

泉 区 88002315 栄 区 88948315

磯 子 区  8750- 2315   瀬 谷 区  8367- 5615

神奈サ|1区  8411- 7014   都 筑 区  894} 2216

金 沢 区  8788- 7712   鶴 見 区  8510- 1660

横浜市政策局統言‖ 彗晨課  8671- 2104

藝

嘩

¨

い

い

」

ar 866- 8315

日

' 224- 8116

8' 3298314

8, 334- 6206

a「 93) 2213

a「 743- 8114



横浜市・
神奈川県警察からのお知らせです

日本年金機構

個人情報流出を目実とした

日本年金機構・横浜市・区役所などから

● この件に関して電

―切ありません。

―‐ α▲ LL‐ .  _ヽ

どを名乗る電話がかかつて

酔ルセンター

または



技術を身につl f 地域貢献

戸塚区ハウスメンテの担い手養威講座

受講生募集案内

住まいを維持 し、防災
口

減災
への対応など住環境を守るための正 しい知識と技術を習得 して地域に貢献

する「ハウスメンテの担い手」を養成 します。

また、ハウスメンテナンスの知識やノウハウの情報を地域の方々に提供 したり、講習会を企画 したりす

る
「コーディネーター」の資質を習得 します。

日程 時 間 内容

1 10月 3日 ( 土 )

2 10月 24日 ( 土 )

3 11月 14日 ( 土)

9: OO

～12: OO

9: OO

～16: 00

9: 00

～16: 00

・ オリエンテーション

・ 言華デ家具転倒防止と地域活ゴ

・ 家具転倒防止対策の実習

電動工具を使 つた金具の選択と取付、市販の強力粘着マ ットの活用

と実技など

・ 日常生活支援活動実習

( 網戸張替・ ガラス飛散防止、その他ニーズの高いテーマの言調

※ 10/24の 実習は、 ドリルなどの電動工具類の使用方法や、脚立に上った高所での作業を行いますので、c~X

知おき<ださい。 ( 作業が困難な方は、実技の観察とすることもできます。)

徒 蜀

全回とも戸塚区役所 8階大会議室

鰤 礫

戸i 尿 区内在住・在勤または在学で、受講後に地域活動・ボランティア活動

を実践する意日があり、全国出席可能な方20名 。応募者多数の場合は、

現在これらの活動を行つている方、もし<はその予定がある方を優先のう

え、選者により決定 します。

無料。 ( 講座修了後に日本ハウスメンテナンス協会の検定を受検される場合、検定料等は自己負担です。)

輻

裏面の申込書に言己入 しFA× または郵送で担当までお送り<ださい。 ( 8月 31日 必着)

または同 じ内容を電子メールでお送りいただいても結構です ( 様式は間いません) 。

応募の方全員へ、9月 10日 までに受講の可否 ( 選者結果) を お知らせ します。



申込先 : 〒233- OO04戸塚区戸塚町 16- 17戸 塚区役所区政推進課地域力推進担当

∞ 45- 866- 8328 FA× 045- 862- 3054 e― man: t 。
―

ch‖ ki ryoku@ci t y. yokohama. i p

′S、 りがな

お名前

ご住所

電話番号 FAX番号 電子メール

所属団体、役職

( 町 内会役Fet な ど)

地 1或活動・ ボラ ン

テ ィア活動の経験

( ○ をつけてくださしヽ

現在行 つている 今後予定 している 未定

どんな活動ですか?[ ]

応募動機

ハウスメンテの担い手養成講座 申込書

《参考》

戸1家 区では、受講後に、新たなグループを立ち上1哄 あるいは既存の所属団体で地域貢献活動を始められる場合に、

工具・ 機材購入費の一部を補助する制度があります。詳 し<は講座の中で紹介 します。

●

0

戸塚区のマスコッ ト ウす シー

θ

ウ

θ ワ

・

●

8045- 866- 8328 FA× 045- 862- 3054



平成27年7月 1日 発行

幌 甍  鼈 蝙

9時30分～15マ

月   日(   2階   祭

¬   ` ¬            催
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甕

ヽ  二 __ ｀

、
亭
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 ｀

早_

革のストラッ7づく
ι

l

参加費
: 700円  先着30人

9: 30～ 11: 30

ふしぎ発見理科ひろげ

ソーラーカーを作ろう

参加費
: 500円

先着 15人

9: 30～ 11: 30

嘔     ,

こ

`

おみ世やさん 1回 : 50円

わたがし、くじびき, ゼ
: J 一 &スーパーボー′Lけくら1 9: 30- 15: 00

・
● 中

・
 参

岳陶Lシーすここ&

BaI I J uggi er Moka

コメティー

マジックショー

14: 30～ 15: 00

参加費
: 100円  先着50人

( 3歳 以下 は無料 )

回 覧

発行
: 舞

岡地 区セ ンター

横 浜市戸塚 区舞 岡町 3020

電言舌 : 045‐ 824‐ 1915

FAX: 045‐ 824‐ 1925

休館 日 : 毎 月第 2月 曜 日

( 祝 日の場合 は翌 日)

を 
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 蒻

争

奪

髪

饉
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舞 岡地 区セ ンタ ー

呟主 事 業 や ご案 内 7月 1日 発行

: ・ミ

・

尻漸裏|』基ちら二

°
……………・̈

¨¨¨¨
…

1落款( ら つかん) づくり

三 る、しぎ発見理科 ひ らは            :  
～書や絵手紙に捺す落款を彫 り、象亥」の楽 しさを体験

ソーラーカーをつ晏ろう     三 
します～

・
                      :  日にち 8月 29日 、9月 5日 、 12日 ( 上 )

: 日 にち 7月 25日 ( 土 )

・
                      :  時 FB5 9時 30分～ 11時 45分

: 時  FB5 9時 30分～11時 30分

● 由  里  ‖ 、高 汁 4広 々            :  定  員  10人

: 定  員 小学生 15名            :

:  参加費  2, 300円 ( 全 3回 分 )

: 参 加費  500円

0ヾ′ ⌒ 左牛 lヽ Tl ― l ‐ ′口曇立向泣係          i  :  持ち物 印刀、印床 ( 初 日購入可 )

: ※ 3年生以下は保護者同伴で             :  J U‐

ノ■′″  Ч」′ J ヽ

: 立 4日 曰ヽム フロ ´ ´ 日 ´ Иn土

^た

          :  受付開始  8月 11日  14時 か ら

: 受付開始 7月 11日  14時 か ら          :

三
陶芸を楽しむ

            三

:  ～手びねりで茶碗などをつ<り ます～     :

三
日にち 9月 19日 、26日 ( 上)       :

: 時
 FB5 12時 30分～ 14時 30分     :

: 定
員 8人

三
参加費  2, 300円 ( 全 2回 分 )

三
受付 開始  8月 11日  14時 か ら

ヽ . . ● . ● ● ● ● ● ● ● ● 0● ● 0000● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
●

はじめてのウクレレ

～ ウク レレに触れるのが初めての方でも大丈夫。一緒

に癒 しの音色 を奏でま しょう～

日にち  9月 ～ 11月 の毎 月 第 204水 曜

時  PB5 10時 ～ 11時 30分

定  員  12人

参 加 費  2, 200円 ( 全 6回 分 )

持 ち物  ウク レ レ

受付開始 8月 11日  14時 から

<わんばく夏まつり>

デルシーまこと
+3at t i ∪ gdeF M◎ m

コメディーマジックツョー

日にち  7月 25日 ( 土 )

時 FB5 14時 30分～ 15時

定 員  50名

参加費  100円 ( 3歳 以下無料 )

受付開始 7月 11日  14時から

三
<親子ふれあいひろば「コアラ」>         :

三 スクラツプジツキングで Ol l 幽   う
 三

: ―・
層ヽさいお子さんと一緒に参加できよす

む  :

三
日にち 7月 29日 ( 水)           

三

三
時 間 10時 ～11時 30分

: 定
 員 未就学 児の親子 15組

: 参
加費  1組 500円

三
持ち物  写 真 数 枚 、 ハ サ ミ、 の り

       三

三
受付開始 7月 14日  14時から

           三

%. . ● ●●. 00000000000000000000● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●」
℃
・ :

子でつく う !  ン トリーザェア

～夏 翡本_T_  ～

日にち 8月 16日 ( 日 )

時 FB5 10時 ～ 12時 30分

定 員 小学生と保護者 10組

参加費 1組 1, OOO円

受付開始  7月 17日  14時 か ら

′
〓
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′
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／
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ノ

´
´
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舞岡地区セ ンター自主事業はどな

たでもご参加いただけます。気にな

る講座がございましたら、お気軽に

お申込み<ださい。

☆詳細はお間合せ<だ さい ☆お申込みはお電話・来館で先着順に受付けます ( 8824- 1915)



社会保障
・

税番号制度 ( マ イナ ンバー制度) の 開始 について

【制度の概 要】

● マイナンバー制度は、各々の行政機関等が保有する個人情報が同 じ人の情報であることを正確かつ

スムー ズ に確認 す るための基盤 とな る制度 です 。

● マイナ ンバーは、国内に住民票 を持つす
べ

ての住民に通知 され る番号 ( 12桁 ) で 、

行政機関や地方公共団体などにおいて、社会保障、税、災害対策の分野で、法律

務に利用 されます。

● 「公平
・公正な社会の実現」 ( 負 担 を不 当に免れ る ことや 不正 な受給 の防止 ) 、

利便性向上」 ( 年 金や福祉 な どの申請時に用意 しなければな らない書類が減 る) 、

( 行 政機 関間の情報連携 による確認作業の減少等) を 目指 した制度です。

28年 1月 以降、国の

・
条例に規定された事

「
各種手続 にお ける

「
行政事務の効率化」

27年 10月 以 降、横浜市か らマイナ ンノヽ 一 ( 個 人番 号) が通知 され ます 。

・ 27年 の 10月 以 降 、 市 民 の 方 々 一 人 ひ と りに マ イ ナ ンバ ー が 「
通 知 カ ー ド」 で 通 知 され ま す 。

ぼ 世帯 ごとに簡易書留 ( 転 送不可) で 、住民票の住所に郵送 されます。

ぽ 住民票の住所 と共なるところにお住いの場合は、通知カー ドを確実に受 け取 ることができない可能性が

あるので、住民票の変更な ど必要なお手続 をお願 い します。

口・ 震災避難者、DV( 配 偶者暴力) ・
ス トーカー・

児童虐待等で避難

している方の対応 については、今後、詳細が分か り次第、

ホームベージな どでお知 らせ します。

ロ
マ イナ ンバ ー は 、12桁 の番 号 で 、原 則 、変 更 され ませ ん 。

す お手元に届いた ら、通知カー ドを大切に保管 してください。

28年 1月 か ら社会保 障
0税

・災害対策の分野の手続で 、マイナ ンバ ーが使われ ます 。

・28年 1月 か ら横 浜 市 や そ の他 の行 政機 関 で 、法律 等 に基 づ き社 会 保 障
口

税
・

災害 対 策 の分 野

の手続 を行 うときに 、 申請 書 等 に マ イナ ンバ ー の記 載 が 必 要 とな ります 。

C 28年 1月 以降、税企や福祉の手続などで窓 口にお越 しの際には、【個人番号カー ド】または 【通知カー

ド ( マ イナンバー確認用) と 本人確認資料】をお持ちください。

ξ  29年 7月 か ら全国的な情報連携が開始 され、
マイナンバーを手続書類に記載することにより、手続に

必要な書類 ( 課 税証明書など) が 省略 されます。

・
民間事 業者 が従 業 員 の社 会 保 障 や 税 の 手 続 を行 う際 に も、従 業 員 や 家族 等 の マ イナ ンバ ー が

必要になります。

【通知カー ドのイメージ】

※ 紙 製

らな い会社か ら、電話等でマ イナ ンバ ーを聞かれ る ことはあ りません。



本人確認資料等 に使え る、個 人番号カ ー ドは、申請 によ り交付 され ます ( 無料 ) 。

・
通 知 カー ドが 各 世 帯 に送 付 され る際 に は 、個 人 番 号 カー ドの 申請 書 が 同 封 され て い ます 。

ぼ  申請 によ り、個人番号カー ドを 28年 1月 以降、区の窓 口で、初回は無料で受 けることができますc

( 有 効期間は 20歳 以上 10年 、20歳 未満 5年。再交付は有料の予定。)

※ 現在お持 ちの住民基本台帳カー ドは、有効期間内はそのまま使 えます。

・
個 人 番 号 カー ドは 、様 々 な 用 途 で 利 用 可 能 で す 。

C 
公的な本人確認資料 として、利用できますじ

S e― Tax( 確 定 申告) な ど公的個人認証 を使用 した電子 申請が利用できます。

S マイナポー タル鯖+時 記録開示システム
) が 利用できます件金等の社会保険料の支払い状況等) ,

※ 国では現在、確定 中告等での医療費控除の電子 申請 を検討 しています。 また、横浜市において も、

個人番 号カー ドを活用 した、
コンビニエンスス トアでの証明書発行サー ビスの導入 を検討 していますc

【個人番号 カー ドのイメー ジ ( 表 ) 】

民

=暑

1 ギL子

豪醸' ~■ こ■ ■
■

=, 13=し

, 1」 l i ■

日までな嫡・ 7鈍

【表面】

氏名、住所、生年月

日、本人の写真

【裏面】

マイナンバー等

I Cチ ップ搭載

様 々な面か ら、安心
0安

全な仕組みづ くりを進めて います 。

制

度

面

ノ法律に定めがある場合 を除き、
マイナ ンバーの収集

・
保管を禁上 していますっ

ノな りすま し防止のため、
マイナ ンバーを収集す る際には本人確認が義務付 け られています。

ノ法律に違反 した場合、従来に比
べ

て厳 しい罰則が定め られています。

シ | ノ個人情報 は、特定の機 関が一括で所有す ることはな く、今 まで どお り各行政機 関が分散 して

雲 1 

管 理 し、芋 づ る式 の情 報 漏 えい を防 ぎ ます D

ム |ノ 個人番 号 カー ドの I Cチ ップ には、券面 の情報 のみ記録 され てい ます。

面

| ノ他の行政機 関 との情報のや りとりは、
マイナ ンバーを暗号化 して行います。

マイ ナ ンバ ー 制 度 の お 問 い含 わ せ は

マ   イ  ナ ン  ノヽ 一

※ フラスチ ックJ l

0570- 20- 0178( 全
国共通ナビダイ切レ)

※ お 掛 け 間 違 い の な い よ う 、 くれ ぐれ も ご 注 意 くだ さ い 。

平 日9時 30分 ～ 17時 30分 ( 土 日祝 日
0年

末年始を除く)

|※
ナ ビダ イ 切 И ま通 話 料 が か か りま す 。

| 

※ 英 語 ・ 中 国 語
・

韓 国 語 ・ス ペ イ ン語
。

ポ ル トカル 語 対 応 は 0570- 20- 0291に お か け くだ さ い 。

※ 一 部 I P電 話 等 で 上 記 タ イ ヤ ル に 繋 か ら な い 場 合 は 、 050- 3816- 9405に お か け く た さ い 。

【個人番号 カー ドのイメー ジ ( 裏 ) 】
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卜しお地域のみなさま、

図書だより

横浜市立柏尾小学校

校長 栗原 繁昌

柏尾小学校図書部

読書を通して、新しい言葉を知り、想像力を広げます。直接表記さオ1′ ていない行間を読むこと

を通 t /て 、思いやりや優 しさ、正しい行
ぃ

を学びます。読書活動は学力を高めるだけでなく、生き

方の上台をつくり、豊かな心に育てていつてくれます。

柏尾小学校にあつては、保護者
の協力、地域の方々の協力を得て

「
読み関かせ」を実施 してきて

います。現在 13名 の読み聞かせボランティアの方々がいらつしやいますが、全学級に入っていた

だく

・

ために、各人に担っていただいている時間が多くなってしまつています。そこで、 ゴ参加いた

だける方を増やしたく思い、参加のお願いをさせていただきます.

〔今日はどんなお話かな?」 本との出会いを楽 しみにしている柏尾小学校の子どもたち) に 、本を

読Aで いただ|ブ ないでしようか

` 読
書好きの子ど1) た t , を 育てていくために、地域の皆様のお力を

拝借 したくお願いいたします。

協力隊 あいことば

一
度だけでも ―緒に 楽しんで

晶
OGろ     ●

` %

読み開かせ協力隊 活動 日時

9 
第103水曜日… 1～ 3年 生

第2・ 4水曜日… 4～ 6年生

第2・ 3水曜日…個別支援級

日時の詳細は、裏面に記入しています。

こんなことをしています

。 1年生から6年生までの子どもたちに、自分で選んだ本や、担任の

先生からお願いされた本を読んでいます。

υ 水曜日、朝8時 25分 ～40分 までの 15分間、子どもたちの心の

オアシスになつています。

子どもたちの読書活動に、地域の方のお力を貸してください

隠夢Eげ4略



疑 問 や 不 安 に お 応 え し ま す 。 細かし燎 は、しっ でも囃 当 ( 4方 ・員田) ま で 明 い くださもヽ

0協力隊
への登録方法は?

→協力隊の募集は、下記の用紙にご記入いただき右 自治Й
rの

班長の方にご提出くださせヽ

今回の募集は、2月 までの後期分です。

0登録 したら、毎週参カロしな くてはいけないで しょ うか ?

→参加できる日時だけで、大丈夫です。
F一

度だけだと気がう|け て…
。」とし

ヽ
う方がいらっしゃ

いますが、その一
度だけを何人もの方にご協力いただけるだけることがありがたいのです。

O協力予定 日に、突然行 くことがで きな くなつた ら?

⇒
「「

読み開かせ協力隊J の場合は、来校できなくなつた時点で、図書館担当までご連絡 くだ

さい。ご連絡をいただいた時点で、担任の読み聞かせに切 り替えます。

0読

L] 多僣誰{ l i 111       [      ξガ廣裏λ翠市繕I T2累」T曇↑繁
|

学年ごとにありますので、その中か ら選んでください。協力隊の方は、柏ル |ヽ学校の図書室
I

から本を借 りることができます. ま た、公共図書館 か ら借 りた本や、家にある本 を読Aノ でく
i

● _  1 ヽ  、  ,      ヽ '                                               '

ださる方 もいら
・
‐

7し やいます
.

0協力隊の打ち合わせ会に、1娼 席で きないのですが ?

→参加できなかつた方には、打ち合わせ会で配布 した資料を後 日お届け します。活動 日当I ] に

お越しください

“

「
読み闘かせ協力隊」にご協力いただける場合は、下記の申し込み用紙

' こ

、

ご協力いただける日時をご記フ、いただきご提出いただきましたら できる限 り考慮 した上

で、決定した日時をお知らせ t ′ ます。

きりとりせん

拗

“
"①

櫨拓曇籠名

○ 櫨力書佳籠        __

o― TEL    ____

協力隊に登録いただL      . 事 前打ち合わせ会 を行

います。詳 しい日程は後 日お知 らせ します。

o―   ( 自 由日壼)



10月

21日
|一

―
―

一

―

111月

18日

躊 耳

~~~

1  20日

3日

17日

鶴騨日脚せ日程( 饉用分)

10日

24日

20日

ご不明な点がございましたら、ゴ連絡ください。

問い合わせ先 横浜市立柏尾小学校 ( 045- 822- 0277) 生方まで

102・ 3年生 405・ 6年生

「

~~「

憂百

10月

28日

11月

25日

1月

13日



自転車が関係する事故の約 6害」が、自転車側にも法令違反のあるのが実態。

加害者とな つて高額の賠償を命 じられるケ ースも少な <あ りません。

このため、危険な違反行為を繰 り返 して行 つた自転車運転者に対 し、

危険防止のための講習の受講を命 じる制度が新設されま した。

信号無視や酒酔い運転、一時不停止等、

特定の 「危険行為」を過去 3年以内に 2回 以上繰 り返すと、

「自転車運転者請習」の受講が命 じられます。

法第108条 の2第 ¬項¬4号  法第108条の3の 4 令第4¬ 条の3

「
自転車運転者講習」受講義務の対象となる危険行為の概要

令第41条 の3

③

⑨

⑩

①

∩

①

②

③

④

∩

信号無視

通行禁止道路 ( 場 所) の 通行

歩行者用道路での徐行違反

歩道通行や車道の右側通行等

路 個|1帯 で の 水 行 者 の 涌 行 姑 雲

右折時、直進車や左折車への通行妨害

感情交差点安全進行義務違反等

一時不停止

歩道での歩行者妨害等

告|1動 弊 置 不 僣 の 自 転 南 の 運 転



）
Ｏ

⑭

）
⑥

⑦

遮断踏切への立ち入 り

交差点優先車妨害等

平成27翡自1百施行: 1

酒酔 い運 転

安 全 運 転 義 務 違 反

ていた期間の前後の免許が継続していたものと

'

みなされ、合計期間が5年以上で無事故, 無違反

」となります。法第92402

※「優良運転者」になると1免許証の有効期間が5年 になる|. 更新時購習が短時間ですむ等のメリットがあります。

戸塚アングーバスは、

歩行者・自転車通行祟止ですI

」R戸塚駅の北側にある戸塚大踏切は、ピーク時には 1時 間のうち 57分 間も遮断される、

全国でも有数の 「
開かずの踏切」で t ノ た。

3年 の 3月 25日 に「
戸塚アンダーバス」が開通 したことで、これまで戸塚大踏切を通行

していた車両は「戸塚アンダーバス」に、歩行者は「
戸塚大踏切デ ッキ」へと完全に分離され、

踏切事故や踏切渋滞がな<な るなど安全で便利になりました。

戸塚アンダーバスに歩行者や自転車が進入すると大事故につながる可能1生 があ ります。
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個限嗣の自輻庫慶週印餞

自転車に関係する事故が増えています。

市内の自転車事故の 62. 7%が 、交通ルールを違反 したことによつて起きています。

平成 25年 中の横浜市 内の 自転車事故 は 2517件

このうち、 自転車 に関係 した事故 による負傷者 は 2446人

自転車 に関係 した事故 による死亡者 は 6人

平成 27年 度

柏尾地区交通安全母の会

…
…

    

…
…

事故に遭つた自転車の

ルール違反の害」含

( 平 成25年 中 )

自転車事故の多い年代は ?

( 平 成25年 中 )
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おさらいしよう8自輻

l b― l bを 守らない運転は思わぬ事故やケガのもとになって しまいます。

また、危険運転をした場合、罰貝」が科せ られることがあ ります。

歩道は
「

歩行者優先」しヽつでも

止まれる速さで走 りま しょう。

歩行者の通行を妨 げそうなときは

- 0寺 停止 しま しょう。

自転車が横 に並 んで走 ると、他 の通行人や

車道 を走 る車 の妨 げにな ります 。一緒 に

走 ると きは、横 に並 ばない よう に しま し ょう。

× 傘 を差 しなが ら

× 携 帯電話や スマ ホ を使用 しなが ら

× ヘ ツ ドフ ォンを使用 しなが ら

レインコー トを使用 した り、自転車を停めて

か ら携帯 電話・ スマ ホ を使 い ま し ょう 。

書まざ3● ■ は辱白けの口瞼ヴ

彙粛8れ ていま† .

万″ ―に● えて, 自 分に合つた

“

崚にお入してお●3し

` ) .

壼自● 車の点綸・麟口にあわせて

■ 日rつく饉綸も●

' た

す.

: TSマ
ーク

: 諄 爛障日本文■ ● 組槍帯

“

會
へ

.

( 口 摯 ″

―
. m. ● 7″ u● l γ ′

""b′

hm“ )

自嘔車でも却■ ● 口になると, 口 な■ 口の

菫払いが求められる場合があります.

自転翠澪術中の小学

年ギ
鷲

情奪

摯
嬌奮1暉鮮

    |

小学生が時速綸20～ 鰤 10ス ピ
‐

卜で自転撃晟FT中 , 事 行者に鞠実し、

寝たきりとなう後凛静議 Aわ せたⅢ( 平虚 5年 7月 神戸地裁‖ 決)    11

損害賠償9, 500万円


